
心のバリアフリー普及啓発活動支援事業実施要綱 

 

第１ 趣旨 

 この要綱は、道が、心のバリアフリーの普及啓発活動を推進する市町村等を支援するため、令和４

年度（2022 年度）心のバリアフリー普及啓発活動支援事業を実施することに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２ 事業の内容 

 心のバリアフリー（※）を幅広く道民に理解してもらうため、市町村等が実施する「心のバリアフ

リー」の普及啓発に関する研修会等及び「心のバリアフリー」普及啓発イベント等の開催に係る会議

等において講師等を派遣し、市町村等の「心のバリアフリー」普及啓発活動を支援する。 

※様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、

支え合うこと（高齢者に席を譲る、障がい者等用駐車スペースの適正利用など）。 

 

第３ 実施主体 

  北海道 

 

第４ 派遣対象 

  道は、市町村等が実施する次の活動に対し講師を派遣する。 

（１）各地域において市町村等の職員及び地域住民を対象に、市町村等が実施する「心のバリアフリー」

普及啓発に向けた講演会、勉強会、研修会及びこれに類するもの 

（２）市町村等がイベント等を企画するにあたり実施する会議等 

（３）その他「心のバリアフリー」普及啓発活動を実施するにあたり、講師の派遣が必要と認められる

もの 

 

第５ 事業の実施回数 

  原則、各（総合）振興局管内につき１回 

  ※同一管内から複数の派遣希望があった場合には、予算の範囲内で別途調整を行う。 

 

第６ 費用負担 

  事業の実施にあたり、講師の派遣に要する費用（報償費及び旅費）は、道が負担する。 

 

附則 

この要綱は、令和４年４月 28日から施行する。 

附則 

改正後の要綱は、令和４年９月 22日から施行する。 


